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家族のかかわりの一考察（３）一表現と受容を通して思春期を考えるー

お茶の水女大　　中村洋子

　目的：日常生活の中で、思春期の子供の自己形成の過程を取り上げ、“表現する
こどに着目し、それに対応する家族とのやりとり(“受容する”かかわり方等)に
よって相互に形成される思春期の親子の人間関係の展開状況を基に共に変わる家
族の状況について考究する。
　方法：参加観察法・心理劇法・質問紙法・フィールドワークを組み合わせて活
用する。今回は主としてフィールドワークと具体性・仮設性の心理劇を活用する。
結果を分析･考察するにあたっては、関係学（創始者松村康平）の立場からかかわ
り分析を行う。①思春期の子供が自己をいかに表現するかについて、具体性（アル
バイトと高校生）・仮説性（“けんがどけが”）の心理劇を行演し、分析す
る。②インタビュー・質問紙等によるフ■iルドワークから家族と思春期の子の
関係状況を分析し、思春期の親子の関係の特色を考える。また表現した子への対
応のしかたについて関係構造を考える。③親子共に変わる過程を分析考察する。
　結果:1.学童期と異なる思春期の自己表現として、自己主張･自己防衛･客観的　結果:1.学童期とJ
視点の３点のを取り視点の３点のを取り上げ、表現することでかかわり方を学ぶこと。2.そこに起こ
る親子間の“ずれ”ど一致”･勾配関係等により、思春期独自の家族関係が生ずるこ
と。3.家族とのやりとりは、異なる立場の人とどうかかわるか考える場であり、
思春期の子と親が共に学び変化することが明らかになった。

2Ta－6 宮崎県内の教師の仕事と育児に関する意識調査

宮崎大教育　篠原久枝

　目的:J働く女性が増え続けている今日、女性が安心して働ける職場づくりと、就労と家
庭の両立できるような環境づくりが社会の課題となってきている。1992年4月より施行さ
れた育児休業法に先立ち、1975年から女子教職員、看護婦、保母等はその職務の特殊性
から育児休業が認められていたが、前回、看護婦に対して育児休業の実態を調査したとこ
ろ、職業特性による休業の取りにくさが明らかとなった。そこで今回は、宮崎県内の義務
教育課程における教員について、仕事と育児休業取得の意識や実態についてアンケート調
査をおこなった。

　調査方法:1993年11月　県内13市町の小・中学校教員について郵送留め置き法による
アンケート調査を行った。回収率は、83.4%、女性109名（既婚者83名）、男性82名（既
婚者60名）であった。
　結果：育児休業を利用したことの問題点として、教え子や同僚に迷惑をかけた、利用し

なかった理由として、教え子や同僚に迷惑をかけたくなかったが、上位にあげられており、
クラス担任や、受験との関わりが目立った。また、男性が育児休業を利用することについ
ては、男女共に約5割の者が賛成であったが、一方で、賛成だが実際には無理と考えてい
る者も、約3割いた。男性の育児休業期間については、配偶者をサポートする程度に1-6
月間取るという回答が多かった。更に、今後の改善策として、育児期間中の赴任地の配慮、
休業直後の1年位は、非常勤にしてはどうか、休業中の教員は臨時採用でなく正規採用者
をなどがあげられた。
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